
道路運送車両の保安基準【2017.6.22】 

第22条の5（年少者用補助乗車装置等） 

－1－ 

 （年少者用補助乗車装置等） 

第22条の5 専ら乗用の用に供する自動車（乗車定員10人以上の自動車、運転者席及びこ

れと並列の座席以外の座席を有しない自動車、二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自

動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車被牽引自動車並びに最高速度20キロメートル

毎時未満の自動車を除く。）には、年少者用補助乗車装置取付具を備えなければならな

い。 

  ただし、高齢者、障害者等（高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律

（平成18年法律第91号）第2条第1号に規定する高齢者、障害者等をいう。以下この項に

おいて同じ。）が移動のための車いすその他の用具を使用したまま車両に乗り込むことが

可能な自動車及び運転者席より後方に備えられた座席が回転することにより高齢者、障

害者等が円滑に車内に乗り込むことが可能な自動車にあつては、この限りでない。 

２ 年少者用補助乗車装置取付具は、年少者用補助乗車装置から受ける荷重等に十分耐え、

かつ、取り付けられる年少者用補助乗車装置が有効に作用し、かつ、乗降の支障となら

ないものとして、強度、取付位置等に関し告示で定める基準に適合するものでなければ

ならない。 

３ 年少者用補助乗車装置は、座席ベルト等を損傷しないものであり、かつ、当該自動車

が衝突等による衝撃を受けた場合において、当該年少者用補助乗車装置を装着した者に

傷害を与えるおそれが少なく、かつ、容易に着脱することができるものとして、構造、

操作性能等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。 

 

 


